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会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規

則

世田谷区規則第59号

職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則

会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年１月世田谷

区規則第３号）の一部を次のように改正す

る。

第24条中「が、引き続いて条例の適用を

受ける会計年度任用職員」を「（以下この

条において「給与条例適用職員等」という。）

が、引き続いて条例の適用を受ける会計年

度任用職員（基準日又は基準日前１月以内

に給与条例適用職員等を退職し、会計年度

任用職員になった者を除く。）」に改める。

附 則

この規則は、令和４年５月１日から施行

する。

職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則

職員の期末手当に関する規則（昭和43年

６月世田谷区規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項中第５号を削り、第６号を

第５号とし、第７号を第６号とする。

附 則

この規則は、令和４年５月１日から施行

する。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第３号

庁 中 一 般

世田谷区事案決定手続規程（昭和54年３

月世田谷区訓令甲第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表３の２の部を次のように改める。

３の２ ＤＸ推進担当部専管事案

別表４の部を次のように改める。

４ 削除

別表５の部区政情報課の款１の項部長決

定の欄中「管理状況」を「公文書の管理の

状況」に改め、同欄に次の１号を加える。

３ 特定重要公文書の保存及び利用の状

況を公表すること。

別表５の部区政情報課の款１の項課長決

定の欄に次の２号を加える。

２ 特定重要公文書を保存し、及び管理

すること。

３ 特定重要公文書の利用の可否を決定

し、及び通知すること。

別表８の部市民活動・生涯現役推進課の

款中「市民活動・生涯現役推進課」を「市

民活動推進課」に改め、同款中７の項を８

の項とし、４の項から６の項までを１項ず

つ繰り下げ、３の項の次に次のように加え

る。
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３ 教育総合センター

との連携及び調整に

関すること。

１ 教育総合センター

との連携の推進に関

すること。

１ 教育総合センターと

の調整に関すること。

別表３の部ＩＣＴ推進課の款を削り、同部政策研究・調査課の款中３の項を４の項とし、２の項の次に次のように加える。

課名 件 名 区 長 決 定 副区長決定 部 長 決 定 課 長 決 定

Ｄ
Ｘ
推
進
担
当
課

１ デジタルトランス
フォーメーションの
推進に関すること。

２ 情報化に係る計画
に関すること。

３ 情報システムの運
営に関すること。

４ 情報セキュリティ
対策に関すること。

１ 情報化の推進に関
する計画を策定する
こと。

１ 情報セキュリティ
ポリシーの策定及び
見直しを行うこと。

１ デジタルトランス
フォーメーションの
推進に係る計画の推
進に関すること。

１ 情報化の推進に関
する計画の推進に関
すること。

１ 世田谷区情報シス
テム推進委員会の運
営に係る事項を定め
ること。

２ 情報化適用申請の
可否を決定し、及び
通知すること（課長
決定事案を除く。）。

３ 情報システム導入
等ガイドラインの策
定及び見直しを行う
こと。

４ システム評価に係
る事項を定めること。

１ 情報セキュリティ
ポリシーに関する庁
内組織を運営するこ
と。

１ デジタルトランスフォー
メーションの推進に係
る調整及び調査に関す
ること。

１ 情報化の推進に関す
る計画の実施及び実施
の支援に関すること。

１ 世田谷区情報システ
ム推進委員会の運営に
係る事務を行うこと。

２ 情報化適用申請につ
いて意見を述べ、又は
案を提示すること。

３ 情報化適用申請（定
例的又は軽易なものに
限る。）の可否を決定
し、及び通知すること。

４ 情報システム導入等
ガイドラインに基づく
システム運用を支援す
ること。

５ システム評価の実施
を支援すること。

１ 情報セキュリティポ
リシーに基づく情報セ
キュリティ対策の実施
及び実施の支援をする
こと。

４ 本庁舎等整備にお

ける区民交流スペース、

区民会館等の一体的な

運営に係る計画の策定

等に関すること。

１ 本庁舎等整備にお

ける区民交流スペー

ス、区民会館等の一

体的な運営に係る計

画の策定等に係る調

整に関すること。

１ 本庁舎等整備におけ

る区民交流スペース、

区民会館等の一体的な

運営に係る計画の策定

等に係る調整を行うこ

と。
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４ 国際・多文化共生

施策に関すること。

５ ホストタウン等に

関すること。

１ 国際・多文化共生

施策に関する企画を

行うこと。

１ 国際・多文化共生施

策に関する事業を実施

すること。

１ ホストタウン等に関

する事業を実施するこ

と。

別表８の部文化・芸術振興課の款中「文化・芸術振興課」を「文化・国際課」に改め、同款に次のように加える。

５ 他自治体との連携

に関すること。

６ 大学との連携に関

すること。

１ 他自治体との連携

に係る事業を実施す

ること。

１ 大学との連携に係

る事業を実施するこ

と。

１ 他自治体との連携に

係る事業の実施の調整

等を行うこと。

１ 大学との連携に係る

事業の実施の調整等を

行うこと。

別表８の部国際課の款を削り、同部人権・男女共同参画担当課の款中「人権・男女共同参画担当課」を「人権・男女共同参画課」

に改め、同部区民健康村・ふるさと交流課の款中「区民健康村・ふるさと交流課」を「区民健康村・ふるさと・交流推進課」に改め、

同款に次のように加える。

２ 地球温暖化対策に

関する計画の調整に

関すること。

１ 地球温暖化対策の

推進に関する法律

（以下この項におい

て「法」という。）

第19条第２項及び第

21条第13項の規定に

基づき、世田谷区地

球温暖化地域推進計

画を策定し、及び公

表すること。

２ 気候変動適応法第

12条の規定に基づき、

世田谷区地域気候変

動適応計画を策定す

ること。

１ 法第21条第15項の規

定に基づく措置及び施

策の実施の状況の公表

を行うこと。

別表９の２の部スポーツ推進課の款５の項中「パラリンピック」の次に「のレガシー」を加え、同表９の３の部環境計画課の款１

の項中「推進及び」を削り、同款２の項を次のように改める。

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ

ー
施
策
推
進
課

１ 地球温暖化対策の
推進に関すること。

２ 環境マネジメント
システムの推進に関
すること。

３ 再生可能エネルギー
の利用拡大及び促進
に関すること。

４ 新たなエネルギー
の活用に関すること。

５ 開発事業等に係る
環境への配慮に関す
ること。

１ 環境マネジメント
システムに関する基
本的な方針を策定す
ること。

１ 環境マネジメント
システムに関する計
画等を策定すること。

１ 世田谷区環境基本
条例第３章の規定に
基づく要請、勧告又
は公表を行うこと。

１ 地球温暖化対策の
推進に係る総合的な
調整に関すること。

１ 環境マネジメント
システムに関する庁
内体制を運営するこ
と。

１ 再生可能エネルギー
に係る総合的な調整
に関すること。

１ 新たなエネルギー
に係る総合的な調整
に関すること。

１ 地球温暖化対策の推
進に係る事業を実施す
ること。

１ 環境マネジメントシ
ステムに関する調査を
実施すること。

１ 再生可能エネルギー
の利用拡大及び促進に
関する事業を実施する
こと。

１ 新たなエネルギーの
活用に関する事業を実
施すること。

別表９の３の部環境計画課の款３の項を削り、同部エネルギー施策推進課の款を次のように改める。

別表９の３の部環境保全課の款８の項を次のように改める。

８ 環境美化等に関す

ること

１ 世田谷区環境美化

等に関する条例（以

下この項において

「条例」という。）第

６条の３の規定によ

る指定喫煙場所の設

置及び指定を行うこ

と。

２ 条例第13条第１項

の規定に基づく公表

１ 条例第12条第１項の

規定に基づく指導及び

勧告を行うこと。
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５ 社会福祉法人の認

可等及び指導監査に

関すること。

６ 社会福祉連携推進

法人の認定等及び指

導監査に関すること。

１ 社会福祉法（以下

この項及び次項にお

いて「法」という。）

第56条第８項の規定

に基づき解散を命ず

ること。

１ 法第32条の規定に

基づき定款を認可す

ること。

２ 法第46条第２項の

規定に基づき解散を

認可し、又は認定す

ること。

３ 法第50条第３項又

は第54条の６第２項

の規定に基づき合併

を認可すること。

４ 法第56条第７項の

規定に基づき業務の

停止を命じ、又は役

員の解職を勧告する

こと。

５ 法第57条の規定に

基づき公益事業又は

収益事業の停止を命

ずること。

１ 法第127条の規定

に基づき社会福祉連

携推進認定をし、並

びに法第129条の規

定に基づき認定の通

知及び公示をするこ

と。

２ 法第144条の規定

において準用する法

第56条第７項の規定

に基づき業務の停止

を命じ、又は役員の

解職を勧告すること。

３ 法第145条の規定

に基づき認定の取消

し及び公示をするこ

と。

１ 法第45条の36第２

項の規定に基づき定

款の変更を認可する

こと。

２ 法第56条第１項の

規定に基づき報告を

させ、又は検査をす

ること。

３ 法第56条第４項の

規定に基づき必要な

措置をとるべき旨を

勧告すること。

４ 法第56条第６項の

規定に基づき勧告に

係る措置をとるべき

旨を命ずること。

１ 法第139条第１項

の規定に基づき定款

の変更を認可するこ

と。

２ 法第140条の規定

に基づき社会福祉連

携推進方針の変更を

認定すること。

３ 法第142条の規定

に基づき代表理事の

選定及び解職を認可

すること。

４ 法第144条の規定

において準用する法

第56条第１項の規定

に基づき報告をさせ、

又は検査をすること。

５ 法第144条の規定

において準用する法

第56条第４項の規定

に基づき必要な措置

をとるべき旨を勧告

すること。

６ 法第144条の規定

において準用する法

第56条第６項の規定

に基づき勧告に係る

措置をとるべき旨を

命ずること。

１ 法第45条の36第４項

の規定に基づき定款の

変更の届出を受理する

こと。

２ 法第55条の２第１項

又は第55条の３第１項

若しくは第２項の規定

に基づき社会福祉充実

計画を承認し、又はそ

の変更を承認し、若し

くはその変更の届出を

受理すること。

３ 社会福祉法施行規則

第２条第４項の規定に

基づき財産の移転完了

の報告を受理すること。

４ 社会福祉法人の基本

財産の処分又は担保提

供を承認すること。

５ 社会福祉法人に関す

る証明書を交付するこ

と。

１ 法第139条第３項の

規定に基づき定款の変

更の届出を受理するこ

と。

別表11の部保健福祉政策課の款５の項を削り、同款に次のように加える。

14 ひきこもり等社会

との関わりが薄い者

に対する支援に関す

ること。

１ ひきこもり等社会と

の関わりが薄い者に対

する支援の実施に関す

ること。

別表11の部生活福祉課の款に次のように加える。

を行うこと。

別表12の部介護保険課の款３の項及び９の項中「又は指定の取消し」を「、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停

止」に改め、同表13の部子ども育成推進課の款中「子ども育成推進課」を「子ども・若者支援課」に改め、同款中８の項及び９の項

を削り、７の項を９の項とし、４の項から６の項までを２項ずつ繰り下げ、３の項の次に次のように加える。

４ 子どもの人権の擁

護に関すること。

１ いじめ防止対策推

進法（以下この項に

１ 法第30条第２項に

基づく調査の調査委
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10 若者支援施策に係

る計画の策定に関す

ること。

11 子ども・青少年協

議会に関すること。

12 青少年の育成に関

すること。

１ 若者支援施策に係

る計画を策定するこ

と。

１ 子ども・青少年協

議会委員を委嘱する

こと。

１ 若者支援施策の実

施に係る計画を策定

すること。

１ 子ども・青少年協

議会を開催すること。

１ 若者支援施策の実施

に係る計画を推進する

こと。

１ 青少年補導連絡会会

長会を開催すること。

２ 青少年地区委員会会

長会を開催すること。

別表13の部子ども育成推進課の款に次のように加える。

護 関 。

５ 子どもの人権擁護

機関の運営に関する

こと。

法（ 下 項

おいて「法」という。）

第30条第２項に基づ

く調査の実施及び調

査結果の公表に関す

ること。

２ 法第30条第２項に

基づく調査の調査委

員会委員及び調査補

助委員を委嘱するこ

と。

１ 子どもの人権擁護

委員を委嘱すること。

調 調 委

員会を開催すること。

１ 子どもの人権擁護

機関に関する事業方

針を決定すること。

１ 子どもの人権擁護機

関に関する事業を実施

すること。

４ 子ども手当及び児

童手当に関すること。

５ 子どもの医療費の

助成に関すること。

１ 子ども手当及び児童

手当の申請を審査し、

子ども手当認定通知書

若しくは児童手当認定

通知書を交付し、又は

申請の却下を通知する

こと。

２ 手当の支払の停止を

すること。

３ 手当受給資格の消滅

及び手当返還の請求の

通知をすること。

１ 世田谷区子どもの医

療費の助成に関する条

例の規定に基づく申請

等を審査し、医療証を

交付し、若しくは受給

資格の認定を通知し、

又は申請の却下若しく

は資格消滅の通知をす

ること。

２ 助成金の返還請求の

通知をすること。

別表13の部子ども家庭課の款４の項を削り、同款に次のように加える。

別表13の部児童相談支援課の款７の項中「小規模住居型養育事業」の次に「並びに養子縁組あっせん事業」を加え、同部若者支援

担当課の款及び子育て世帯特別給付金担当課の款を削り、同表15の部建築調整課の款に次のように加える。

13 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（以下この項にお

いて「法」という。）

に関すること。

１ 法第18条第１項の

規定に基づく許可を

すること。

別表15の部住宅管理課の款に次のように加える。

16 世田谷区ひとり親

家賃助成金対象住宅

の入居者募集及び入

居登録者の決定に関

すること。

１ 公募の実施計画を

定めること。

１ 公募の実施細目を決

定すること。

２ 公募用紙を配布する

こと。

３ 入居登録者の決定を

すること。
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３ マンションの建替

え等の円滑化に関す

る法律（以下この項

において「法」とい

う。）に関すること。

１ 法第９条第１項、

第３項又は第６項の

規定に基づく組合の

設立の認可並びに法

第14条第１項の規定

に基づく組合の設立

の認可に係る公告及

び図書の送付並びに

同条第３項の規定に

基づく図書の縦覧を

すること。

２ 法第38条第４項の

規定に基づく組合の

解散の認可及び同条

第６項の規定に基づ

く公告、法第137条

第４項の規定に基づ

く組合の解散の認可

及び同条第５項の規

定に基づく公告又は

法第186条第４項の

規定に基づく組合の

解散の認可及び同条

第５項の規定に基づ

く公告をすること。

３ 法第45条第１項の

規定に基づく個人施

行者によるマンショ

ン建替事業の施行の

認可、法第49条第１

項の規定に基づく当

該認可に係る公告及

び図書の送付並びに

同条第３項の規定に

基づく図書の縦覧及

びマンションの建替

え等の円滑化に関す

る法律施行令（以下

この項において「政

令」という。）第15

条において準用する

政令第２条の規定に

基づく当該図書の縦

覧に係る公告をする

こと。

４ 法第54条第１項の

規定に基づくマンショ

ン建替事業の廃止又

は終了の認可及び同

条第３項において準

用する法第49条第１

項の規定に基づく当

該認可に係る公告を

すること。

５ 法第57条第１項の

規定に基づく権利変

換計画の認可をする

１ 法第11条第３項

（法第34条第２項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく意見書の処理

及び法第11条第５項

（法第34条第２項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく事業計画の修

正に係る申告の受理

をすること。

２ 法第34条第１項の

規定に基づく組合の

定款又は事業計画の

変更の認可、同条第

２項において準用す

る法第14条第１項の

規定に基づく当該認

可に係る公告及び図

書の送付並びに同条

第３項の規定に基づ

く図書の縦覧及び政

令第２条の規定に基

づく当該図書の縦覧

に係る公告をするこ

と。

３ 法第42条（法第138

条において準用する

場合を含む。）の規

定に基づく決算報告

書の承認をすること。

４ 法第66条において

準用する法第57条第

１項の規定に基づく

権利変換計画の変更

の認可をすること。

５ 法第97条第２項の

規定に基づくマンショ

ン建替事業の促進を

図るために必要な措

置を命ずること。

６ 法第98条第３項、

法第161条第３項又

は法第214条第３項

の規定に基づく組合

のした処分の取消し、

変更若しくは停止又

は組合のした工事の

中止、若しくは変更

その他必要な措置を

命ずること。

７ 法第98条第５項、

法第161条第５項又

は法第214条第５項

の規定に基づく総会

の招集をすること。

１ 法第50条第１項の

規定に基づく規準若

しくは規約又は事業

計画の変更の認可、

同条第２項において

準用する法第49条第

１項の規定に基づく

当該認可に係る公告

及び図書の送付並び

に同条第３項の規定

に基づく図書の縦覧

及び政令第15条にお

いて準用する政令第

２条の規定に基づく

当該図書の縦覧に係

る公告をすること。

２ 法第51条第３項の

規定に基づく施行者

が数人になったとき

の法第45条第１項の

規約の認可及び同条

第７項の規定に基づ

く公告をすること。

３ 法第51条第６項の

規定に基づく施行者

が変動したときの届

出の受理及び同条第

７項の規定に基づく

公告をすること。

４ 法第53条第１項の

規定に基づく審査委

員の承認をすること。

５ 法第94条第１項又

は同条第３項の規定

に基づく管理規約の

認可をすること。

６ 法第97条第１項の

規定に基づくマンショ

ン建替事業に関し報

告等を求め、又は必

要な勧告等をするこ

と。

７ 法第98条第１項若

しくは第２項、法第

161条第１項若しく

は第２項又は法第21

4条第１項若しくは

第２項の規定に基づ

く組合の事業又は会

計の状況の検査をす

ること。

８ 法第102条第２項

の規定に基づく認定

をすること。

９ 法第104条第１項

の規定に基づく要除

却認定マンションの

１ 法第11条第１項（法

第34条第２項において

準用する場合を含む。）

の規定に基づく事業計

画又は事業計画の変更

（国土交通省令で定め

る軽微な変更を除く。）

の縦覧並びに政令第１

条の規定に基づく公告

をすること。

２ 法第11条第２項（法

第34条第２項において

準用する場合を含む。）

の規定に基づく事業計

画又は事業計画の変更

（国土交通省令で定め

る軽微な変更を除く。）

に対する意見書を受理

すること。

３ 法第25条第１項（法

第126条第３項及び法

第175条第３項におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく理事長

の氏名及び住所の届出

の受理及び法第25条第

２項の規定に基づく公

告をすること。

４ 政令第２条（政令第

15条において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく公告をするこ

と。

５ 法第112条の規定に

基づくマンション敷地

売却決議に係る届出を

受理すること。

６ 法第170条第１項

（法第183条第２項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

事業計画又は事業計画

の変更（国土交通省令

で定める軽微な変更を

除く。）の縦覧並びに

政令第36条の規定に基

づく公告をすること。

７ 法第170条第２項

（法第183条第２項にお

いて準用する場合を含

む。）の規定に基づく

事業計画又は事業計画

の変更（国土交通省令

で定める軽微な変更を

除く。）に対する意見

書を受理すること。

別表15の部居住支援課の款３の項を次のように改める。

17 世田谷区ひとり親

家賃助成金の交付に

関すること。

１ 助成金の額を決定

し、又は変更するこ

と。

４ 世田谷区ひとり親家

賃助成金対象住宅の入

居条件等の細目を決定

すること。

１ 助成金の交付決定及

び取消しをすること。
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こと。

６ 法第98条第４項、

法第161条第４項又

は法第214条第４項

の規定に基づく組合

の設立の認可の取消

し並びに法第38条第

６項、法第137条第

５項又は法第186条

第５項の規定に基づ

く当該認可の取消し

の公告をすること。

７ 法第99条第２項の

規定に基づくマンショ

ン建替事業の施行の

認可の取消し及び同

条第３項の規定に基

づく公告をすること。

８ 法第109条第１項

の規定に基づく買受

計画の認可をするこ

と。

９ 法第120条第１項

の規定に基づく組合

の設立の認可及び法

第123条第１項の規

定に基づく公告をす

ること。

10 法第141条第１項

の規定に基づく分配

金取得計画の認可を

すること。

11 法第168条第１項

の規定に基づく組合

の設立の認可並びに

法第173条第１項の

規定に基づく組合の

設立の認可に係る公

告をすること。

12 法第190条第１項

の規定に基づく敷地

権利変換計画の認可

をすること。

８ 法第98条第６項、

法第161条第６項又

は法第214条第６項

の規定に基づく組合

員の投票をすること。

９ 法第98条第７項、

法第161条第７項又

は法第214条第７項

の規定に基づく議決、

選挙、当選又は解任

の投票の取消しをす

ること。

10 法第99条第１項の

規定に基づく個人施

行者のした処分の取

消し、変更若しくは

停止又は個人施行者

のした工事の中止若

しくは変更その他必

要な措置を命ずるこ

と。

11 法第104条第２項

及び第３項の規定に

基づく要除却認定マ

ンションの除却に係

る指示又は公表をす

ること。

12 法第111条第１項

の規定に基づく買受

計画の変更の認定を

すること。

13 法第114条第２項

の規定に基づく認定

買受計画に係る勧告

又は同条第３項の規

定に基づく公表をす

ること。

14 法第134条第１項

の規定に基づく組合

の定款又は資金計画

の変更の認可及び同

条第２項において準

用する法第123条第

１項の規定に基づく

当該認可に係る公告

をすること。

15 法第145条におい

て準用する法第141

条第１項後段の規定

に基づく分配金取得

計画の変更の認可を

すること。

16 法第160条第２項

の規定に基づくマン

ション敷地売却事業

の促進を図るために

必要な措置を命ずる

こと。

17 法第170条第３項

（法第183条第２項に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく意見書の処理

及び法第170条第５

項（法第183条第２

項において準用する

除却に係る指導及び

助言をすること。

10 法第114条第１項

の規定に基づく認定

買受計画に係る報告

を求めること。

11 法第160条第１項

の規定に基づくマン

ション敷地売却事業

に関し報告等を求め、

又は必要な勧告等を

すること。

12 法第213条第１項

の規定に基づくマン

ション敷地分割事業

に関し報告等を求め、

又は必要な勧告等を

すること。



世 田 谷 区 公 報

別表15の２の部防災街づくり課の款７の

項を削り、同表16の２の部土木計画調整課

の款７の項中「第47条の４」を「第47条の

14」に改める。

◎世田谷区訓令甲第４号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区公文書管理規程（令和２年４月

世田谷区訓令甲第16号）の一部を次のよう

に改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第４条中第９号を第10号とし、第６号か

ら第８号までを１号ずつ繰り下げ、第５号

の次に次の１号を加える。

重要公文書の評価選別に関すること。

第36条第２項中「使送」を「電子メール、

使送」に改める。

◎世田谷区訓令甲第５号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区職員出勤記録及び出勤簿整理規

程（昭和50年４月世田谷区訓令甲第17号）

の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表第２の６の項中「33又は34」を「34

又は35」に改め、同表中39の項を40の項と

し、38の項を39の項とし、37の項を38の項

とし、同表36の項中「37、38又は39」を

「38、39又は40」に改め、同項を同表37の

項とし、同表中35の項を36の項とし、25の

項から34の項までを１項ずつ繰り下げ、同

表24の項中「25」を「26」に改め、同項を

同表25の項とし、同表中23の項を24の項と

し、８の項から22の項までを１項ずつ繰り

下げ、７の項の次に次のように加える。

◎世田谷区訓令甲第６号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

事 業 所

世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する規程（昭和40年６月世田谷区令甲

第39号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第２条第２項及び第３項を削る。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

生活支援嘱託医 月額 176,700円

せたがや自治政策研究所特別研究員

日額 9,510円から13,110円までの額において、区長が定め

る額

参与 月額 203,500円から472,800円までの額において、区長が

定める額

区政専門員 月額 259,400円から314,400円までの額において、区長が

定める額

嘱託産業医 月額 46,500円から155,700円までの額において、区長が定

める額

スポーツ推進委員 月額 10,000円

福祉手当嘱託医 月額 28,900円

療育手帳（愛の手帳）判定医

日額 23,000円から26,600円までの額において、区長が定

める額

児童相談所勤務医師 時間額 8,590円

保育園嘱託医 月額 47,300円

保育園嘱託指導医 日額 22,130円
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場合を含む。）の規

定に基づく事業計画

の修正に係る申告の

受理をすること。

18 法第183条第１項

の規定に基づく組合

の定款又は事業計画

の変更の認可並びに

同条第２項において

準用する法第173条

第１項の規定に基づ

く当該認可に係る公

告及び図書の送付を

すること。

19 法第197条におい

て準用する法第190

条第１項の規定に基

づく敷地権利変換計

画の変更の認可をす

ること。

20 法第213条第２項

の規定に基づくマン

ション敷地分割事業

の促進を図るために

必要な措置を命ずる

こと。

８ 不妊治療のための休暇
出

サ
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◎世田谷区訓令甲第７号

庁 中 一 般

世田谷区勤務訓令（令和２年４月世田谷

区訓令甲第41号）の一部を次のように改正

する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第１条第１項中第３号を第４号とし、第

２号の次に次の１号を加える。

危機管理部長

別表分析班の項中「副班長 世田谷保健

「副班長 世田谷保健

所地域保健課長」を 副班長 世田谷保健

危機管理担

所感染症対策課長
「世田谷保健所地

所副参事（感染症 に、
課

当） 」

域保健 「世田谷保健所感染症対
を に改

」 策課 」

「副班長 世田
め、同表患者対応班の項中

副班長 世田

谷保健所感染症対策課長
を「副班長 世

谷保健所地域保健課長 」

「世田谷

策課
田谷保健所感染症対策課長」に、

世田谷

課

保健所感染症対

「世田谷保健所感染症
を

保健所地域保健 策課

」

対 「
に改め、同表臨時特別給付班の項中

」

副班長 子ども・若者部子育て世帯特
を

別給付金担当課長 」

「副班長 子ども・若者部子ども家庭課

長 」

「生活文化政策部人権・ 「生活文
に、 を

男女共同参画担当課 」 男女共

「子ども・若者部子

化政策部人権・ 育成推進課
に、

同参画課 」 子ども・若者部子

世帯特別給付金担

ども

「子ども・若者部子ども
を に改め、

育て 家庭課 」

当課」

同表子育て世帯特別給付金班の項及び特別

定額給付金債権管理班の項を削り、同表住

「烏山総合支所街づくり
民接種班の項中

課 」

「烏山総合支所街づくり

課 「生活文
を に、

烏山総合支所駅周辺整 男女共

備担当課 」

化政策部人権・ 「生活文化政策部人権
を

同参画担当課 」 男女共同参画課

「世田谷保健所感染症対

・ 策課 「世
に、 を

」 世田谷保健所地域保健 策

課 」

田谷保健所感染症対
に改める。

課 」

◎世田谷区訓令甲第８号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規

程（平成10年４月世田谷区訓令甲第20号）

の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表郷土資料館の部を削り、同表中央図

書館、砧図書館、代田図書館、烏山図書館

又は尾山台図書館の部及び地域図書館（梅

丘図書館、世田谷図書館、砧図書館、代田

図書館、烏山図書館及び尾山台図書館を除

く。以下同じ。）の部中「、烏山図書館」

を削る。

◎世田谷区訓令甲第９号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

職員の育児休業等に関する規程（平成20

年４月世田谷区訓令甲第８号）の一部を次

のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第３条第２項第１号中「１年間の勤務日」

を「１月の勤務日の日数が９日以上又は１

年間の勤務日の日数」に改め、「がある非

常勤職員」の次に「（次項において「部分

休業をすることができる非常勤職員」とい

う。）」を加え、同条第３項中「前項第１号

に掲げる非常勤職員」を「部分休業をする

ことができる非常勤職員」に改める。

◎世田谷区訓令甲第10号

庁 中 一 般

宿日直手当支給規程（昭和43年４月世田

谷区訓令甲第５号）の一部を次のように改

正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第２条の表を次のように改める。

附 則

この訓令による改正後の宿日直手当支給

規程の規定は、令和４年４月１日から始ま

る宿日直勤務から適用する。

◎世田谷区訓令甲第11号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムに係る運用管理規程（平成14年８月世

田谷区訓令甲第27号）の一部を次のように

改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第６条第１項ただし書中「第30条の２第

１項」を「第19条の３」に改める。

第７条第１項中「政策経営部ＩＣＴ推進

課」を「ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課」

に改める。

◎世田谷区訓令甲第12号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムの緊急時対応計画に関する規程（平成

14年８月世田谷区訓令甲第28号）の一部を

次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第３条第１項中「第30条の２第１項」を

「第19条の３」に改める。

◎世田谷区訓令甲第13号

庁 中 一 般

総 合 支 所

児 童 相 談 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区特定個人情報ファイルに係る緊

急時対応計画に関する規程（平成27年12月

世田谷区訓令甲第30号）の一部を次のよう

に改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第５条第２項第６号中「政策経営部ＩＣ

Ｔ推進課長」を「ＤＸ推進担当部ＤＸ推進

担当課長」に改める。

第７条中「政策経営部ＩＣＴ推進課」を

令和４年５月20日 （第734号）
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勤務の

種類

単位 勤務時間 支給額 備考

通常の日から始

まる宿日直

年末年始の日か

ら始まる宿日直

管理宿

直

１回

につ

き

５時間以

上の場合

5,800円 7,800円 年末年始の日と

は、１月１日から

同月３日までの日

及び12月29日から

同月31日までの日

をいう。

通常の日とは、

以外の日をいう。

５時間未

満の場合

2,900円 3,900円
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「ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課」に改め

る。

◎世田谷区訓令甲第14号

庁 中 一 般

保 健 所

世田谷区保健所処務規程（昭和62年８月

世田谷区訓令甲第52号）の一部を次のよう

に改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

「感染症対策課
第３条第１項の表中 を

地域保健課 」

「感染症対策課」に改める。

第７条第１項の表感染症対策課の部感染

症対策担当係長の項第10号を同項第12号と

し、同号の前に次の１号を加える。

難病等に係る対策及び調整に関する

こと。

第７条第１項の表感染症対策課の部感染

症対策担当係長の項中第９号を第10号とし、

第３号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、

第２号の次に次の１号を加える。

感染症に係る統計情報の収集、分析

及び提供に関すること。

第７条第１項の表地域保健課の部を削る。

◎世田谷区訓令甲第15号

庁 中 一 般

世田谷区における建築主事の確認等に関

する事務の執行順位に関する規程（昭和45

年７月世田谷区訓令甲第16号）の一部を次

のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第１条の表第２順位の項中「都市デザイ

ン課長」を「建築調整課長」に改める。

告 示

◎世田谷区告示第282号

北沢総合支所庁内におけるリサイクル資

源の売払代金の徴収の事務については、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

158条第１項の規定に基づき、次のとおり

委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 世田谷リサイクル協同

組合

所在地 東京都世田谷区世田谷

四丁目２番15号小見山

ビル２階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第283号

世田谷区立駐車場条例（平成15年３月世

田谷区条例第６号）第８条に規定する使用

料の収納の事務については、地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第158条第１

項の規定に基づき、次のとおり委託したの

で告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所 在 地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託する施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立玉川総合支

所駐車場

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第284号

玉川総合支所庁内におけるリサイクル資

源の売払代金の徴収の事務については、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

158条第１項の規定に基づき、次のとおり

委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 世田谷リサイクル協同

組合

所在地 東京都世田谷区世田谷

四丁目２番15号小見山

ビル２階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第285号

世田谷区立駐車場条例（平成15年３月世

田谷区条例第６号）第８条に規定する使用

料の収納の事務については、地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第158条第１

項の規定に基づき、次のとおり委託したの

で告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所 在 地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託する施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立砧総合支所

駐車場

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第286号

砧総合支所管内におけるリサイクル資源

の売払代金の徴収の事務については、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 世田谷リサイクル協同

組合

所在地 東京都世田谷区世田谷

四丁目２番15号小見山

ビル２階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第287号

世田谷区立地区会館条例（昭和54年９月

世田谷区条例第47号）第８条に規定する使

用料のうち自転車等駐車場の使用料の収納

の事務については、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、次のとおり委託したので告示す

る。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所 在 地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立喜多見東地

区会館自転車等駐車場

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第288号

烏山総合支所庁内におけるリサイクル資

源の売払代金の徴収の事務については、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

158条第１項の規定に基づき、次のとおり

委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 世田谷リサイクル協同

組合

所在地 東京都世田谷区世田谷

四丁目２番15号小見山

ビル２階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第289号

世田谷区立区民会館条例（昭和56年12月

世田谷区条例第48号）第12条に規定する使

用料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、次のとおり委託した

ので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所 在 地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立烏山区民会

館

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第290号

世田谷区立地区会館条例（昭和54年９月

世田谷区条例第47号）第８条に規定する使

用料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

令和４年５月20日 （第734号）
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１項の規定に基づき、次のとおり委託した

ので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立地区会館条例第５条第

１項に規定する手続に係る同項に規

定する世田谷区立地区会館の施設

（自転車等駐輪場を除く。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第291号

寄附金の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社さとふる

所在地 東京都中央区京橋二丁

目２番１号京橋エドグ

ラン13階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第292号

世田谷区区政情報センター及び各総合支

所区政情報コーナーにおける刊行物等の売

払代金の収納の事務については、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第158条

第１項の規定に基づき、次のとおり委託し

たので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所在地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第293号

特別区自治情報・交流センターにおける

刊行物等の売払代金の収納の事務について

は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第158条第１項の規定に基づき、次の

とおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人特別区協

議会

所在地 東京都千代田区飯田橋

三丁目５番１号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第294号

庁舎リサイクル資源の売払代金の徴収の

事務については、地方自治法施行令（昭和

22年政令第16号）第158条第１項の規定に

基づき、次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社江栄

所在地 東京都世田谷区野毛二丁

目３番８号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第295号

特別区民税・都民税及び軽自動車税（種

別割）の収納の事務については、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第158条

第１項及び第158条の２第１項の規定に基

づき、次のように委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データ

所在地 東京都江東区豊洲三丁目

３番３号

名 称 株式会社セブン‐イレブ

ン・ジャパン

所在地 東京都千代田区二番町８

番地８

名 称 株式会社ローソン

所在地 東京都品川区大崎一丁目

11番２号

名 称 株式会社ファミリーマー

ト

所在地 東京都港区芝浦三丁目１

番21号

名 称 山崎製パン株式会社

所在地 東京都千代田区岩本町三

丁目10番１号

名 称 ミニストップ株式会社

所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬

一丁目５番地１

名 称 株式会社ポプラ

所在地 広島県広島市安佐北区安

佐町大字久地665番地の

１

名 称 株式会社しんきん情報サ

ービス

所在地 東京都港区港南一丁目８

番27号

名 称 ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会

社

所在地 東京都品川区西品川一丁

目１番１号

名 称 ＰａｙＰａｙ株式会社

所在地 東京都千代田区紀尾井町

１番３号

名 称 ビリングシステム株式会

社

所在地 東京都千代田区内幸町一

丁目１番１号

名 称 ＫＤＤＩ株式会社

所在地 東京都千代田区飯田橋三

丁目10番10号

名 称 株式会社ＮТТドコモ

所在地 東京都千代田区永田町二

丁目11番１号

名 称 株式会社みずほ銀行

所在地 東京都千代田区大手町一

丁目５番５号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第296号

世田谷区立敬老会館条例（平成９年３月

世田谷区条例第26号）第８条に規定する使

用料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、次のとおり委託した

ので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立敬老会館条例第５条第

１項に規定する手続に係る同項に規

定する世田谷区立敬老会館の施設

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第297号

世田谷区立健康増進・交流施設条例（平

成24年３月世田谷区条例第８号）第11条に

規定する使用料の収納の事務については、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第158条第１項の規定に基づき、次のとお

り委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立健康増進・交流施設条

例第３条に規定する世田谷区立健康

増進・交流施設の施設（会議室に限

る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第298号

世田谷区立世田谷美術館条例（昭和60年

11月世田谷区条例第40号）第３条に規定す

る観覧料、第４条に規定する特別観覧料及

令和４年５月20日 （第734号）

― 12―



世 田 谷 区 公 報

び第５条に規定する使用料並びに刊行物等

の売払代金の収納の事務については、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人せたがや文

化財団

所在地 東京都世田谷区太子堂四

丁目１番１号

２ 委託施設

世田谷区立世田谷美術館

世田谷区立世田谷美術館分館向井

潤吉アトリエ館

世田谷区立世田谷美術館分館清川

泰次記念ギャラリー

世田谷区立世田谷美術館分館宮本

三郎記念美術館

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第299号

世田谷区立世田谷文学館条例（平成６年

９月世田谷区条例第32号）第３条に規定す

る観覧料及び第４条に規定する特別観覧料

並びに刊行物等の売払代金の収納の事務に

ついては、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第158条第１項の規定に基づき、

次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人せたがや文

化財団

所在地 東京都世田谷区太子堂四

丁目１番１号

２ 委託施設

世田谷区立世田谷文学館

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第300号

世田谷区立世田谷文化生活情報センター

条例（平成８年12月世田谷区条例第48号）

第10条に規定する使用料の収納の事務につ

いては、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第158条第１項の規定に基づき、

次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立世田谷文化生活情報セ

ンター条例第５条第１項に規定する

手続に係る同項に規定する世田谷区

立世田谷文化生活情報センターの施

設（セミナールーム及びワークショッ

プ室の施設使用料に限る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第301号

世田谷区立世田谷文化生活情報センター

条例（平成８年12月世田谷区条例第48号）

第10条に規定する使用料の収納の事務につ

いては、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第158条第１項の規定に基づき、

次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人せたがや文

化財団

所在地 東京都世田谷区太子堂四

丁目１番１号

２ 委託施設

世田谷区立世田谷文化生活情報セ

ンター（附帯設備使用料に限る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第302号

世田谷区公共施設の共通使用手続に関す

る条例（平成30年３月世田谷区条例第19号）

第３条第３項に規定する利用者登録料、同

条例第４条第３項に規定する利用者登録更

新料及び同条例第11条に規定するキャンセ

ル料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、次のとおり委託した

ので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第303号

世田谷区立区民センター条例（昭和47年

12月世田谷区条例第44号）第10条に規定す

る使用料の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第304号

世田谷区手数料条例（平成12年３月世田

谷区条例第３号）第２条及び第３条第２項

に規定する多機能端末機による証明書等の

交付の手数料の収納の事務について、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 地方公共団体情報システ

ム機構

所在地 東京都千代田区一番町25

番地

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第305号

世田谷区立地域体育館・地区体育室条例

（昭和59年12月世田谷区条例第57号）第12

条に規定する使用料の収納の事務について

は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第158条第１項の規定に基づき、次の

とおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人世田谷区

スポーツ振興財団

所 在 地 東京都世田谷区大蔵四

丁目６番１号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立尾山台地域

体育館

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第306号

世田谷区立地域体育館・地区体育室条例

（昭和59年12月世田谷区条例第57号）第12

条に規定する使用料の収納の事務について

は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第158条第１項の規定に基づき、次の

とおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立地域体育館・地区体育

室条例別表第２に規定する世田谷区

立地域体育館の施設（体育館に限る。）

及び世田谷区立地区体育室の施設

（体育室・会議室に限る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第307号

令和４年５月20日 （第734号）
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世田谷区立区民農園条例（平成５年11月

世田谷区条例第56号）第11条に規定する使

用料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき次のとおり委託したの

で告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所在地 東京都世田谷区太子堂

三丁目25番９号

２ 委託施設 世田谷区立区民農園

３ 委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第308号

世田谷区清掃・リサイクル条例（平成11

年12月世田谷区条例第52号）第54条に規定

する廃棄物処理手数料のうち、世田谷区清

掃・リサイクル条例施行規則（平成12年３

月世田谷区規則第39号）第46条第１項及び

第47条第１項の規定による廃棄物処理手数

料の徴収の事務については、地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第158条第１

項の規定に基づき、次のとおり委託したの

で告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

別紙のとおり

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

令和４年５月20日 （第734号）
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令和４年度

相手方名称

相手方所在地

水車池田米店池

田一弘

東京都世田谷区赤堤２

丁目１番12号

青木武雄 東京都世田谷区赤堤３

丁目３番７号

栗田収一朗 東京都世田谷区奥沢１

丁目15番11号

有限会社根岸商

店

東京都世田谷区奥沢４

丁目24番14号

豊田康弘 東京都世田谷区奥沢６

丁目13番８号

樋口昌平 東京都世田谷区奥沢８

丁目９番１号

株式会社宗美堂 東京都世田谷区奥沢８

丁目32番12号

一杉正幸 東京都世田谷区粕谷４

丁目13番18号アネック

ス一杉

難波功 東京都世田谷区粕谷４

丁目16番９号

株式会社東海輸

送

東京都世田谷区上馬４

丁目38番５号

松原静江 東京都世田谷区上北沢

４丁目９番１号

有限会社ムトウ

電器

東京都世田谷区上北沢

４丁目17番20号

有限会社早川木

工所

東京都世田谷区上祖師

谷４丁目16番19号

有限会社野毛原

精米店

東京都世田谷区上野毛

１丁目３番10号

市川文一 東京都世田谷区上野毛

４丁目24番３号

高橋知之 東京都世田谷区北烏山

４丁目８番18号

有限会社朝日屋

並木商店

東京都世田谷区北烏山

６丁目６番３号

東京アンテーショ

ン株式会社

東京都世田谷区北烏山

９丁目12番９号

合資会社澤田屋

商店

東京都世田谷区北沢２

丁目19番17号

しもきた商店街

振興組合

東京都世田谷区代田６

丁目１番28号 白洋ビ

ル201－５号室

株式会社きくや 東京都世田谷区北沢２

丁目32番４号

有限会社朝倉商

店

東京都世田谷区北沢２

丁目40番17号

株式会社東柏屋

商店

東京都世田谷区北沢３

丁目11番17号

株式会社亀屋 東京都世田谷区北沢３

丁目31番３号

新庄政公 東京都世田谷区北沢５

丁目23番17号

角田屋酒店成塚

智

東京都世田谷区北沢５

丁目25番２号

三桜自動車株式

会社

東京都世田谷区砧２丁

目２番１号

祖師谷南商店街

振興組合

東京都世田谷区砧６丁

目37番５号

株式会社中村屋

酒販

東京都世田谷区給田３

丁目13番16号

川村昌敏 東京都世田谷区経堂１

丁目６番８号

有限会社遠州屋 東京都世田谷区経堂１

丁目19番12号

経堂農大通り商

店街振興組合

東京都世田谷区経堂１

丁目21番18号

小田急商事株式

会社

東京都世田谷区経堂２

丁目１番33号

岡照子 東京都世田谷区豪徳寺

１丁目45番１号

株式会社マドカ 東京都世田谷区駒沢２

丁目31番２号

有限会社長見世 東京都世田谷区桜丘４

丁目２番２号

株式会社小泉金

物店

東京都世田谷区桜新町

２丁目９番１号

有限会社京屋酒

店

東京都世田谷区桜上水

２丁目16番12号

タカダ電化株式

会社

東京都世田谷区三軒茶

屋１丁目35番６号

株式会社西沢商

店

東京都世田谷区三軒茶

屋１丁目37番９号

有限会社恵比寿

屋酒店

東京都世田谷区三軒茶

屋２丁目39番９号

望月幹朗 東京都世田谷区下馬３

丁目38番16号

株式会社木村屋

酒店

東京都世田谷区新町３

丁目１番11号

株式会社成城風

月堂

東京都世田谷区成城６

丁目10番８号

有限会社武蔵屋

松本

東京都世田谷区世田谷

１丁目47番７号

有限会社三河屋

竹内商店

東京都世田谷区祖師谷

１丁目９番10号

有限会社アスク 東京都世田谷区太子堂

２丁目16番８号

株式会社あわし

ま家電

東京都世田谷区太子堂

３丁目８番14号

株式会社米沢屋 東京都世田谷区太子堂

３丁目18番５号

有限会社銀次郎 東京都世田谷区代沢２

丁目36番20号

有限会社林食料

品店

東京都世田谷区代沢４

丁目７番４号

伊勢屋酒店郡司

雪子

東京都世田谷区代沢５

丁目18番11号

椋本実 東京都世田谷区代田３

丁目１番４号

有限会社桝本商

店

東京都世田谷区代田４

丁目５番11号

尾崎達男 東京都世田谷区代田６

丁目12番36号

玉川酒販協同組

合

東京都世田谷区玉川２

丁目４番４号

有限会社丸和不

動産

東京都世田谷区玉川２

丁目26番１号

二子玉川商店街

振興組合

東京都世田谷区玉川３

丁目15番12号

株式会社ＨＩ 東京都世田谷区弦巻３

丁目11番９号

岡芳世田谷店小

林伊兵

東京都世田谷区弦巻４

丁目５番12号

大平保彦 東京都世田谷区等々力

４丁目18番17号

有限会社粕谷精

米店

東京都世田谷区中町３

丁目６番１号

池田尚弘 東京都世田谷区野毛１

丁目３番14号

有限会社マルカ

ワ

東京都世田谷区野毛２

丁目26番11号ＡＭＧビ

ル１Ｆ

有限会社武蔵屋

根岸商店

東京都世田谷区野沢４

丁目18番８号

有限会社実島商

店

東京都世田谷区八幡山

３丁目22番５号

美吉ストアー高

倉恵美子

東京都世田谷区八幡山

３丁目32番10号

合同会社中村利

郎商店

東京都世田谷区深沢３

丁目３番13号
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◎世田谷区告示第309号

エコプラザ用賀における物品の売払代金

の収納の事務については、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第158条第１項

の規定に基づき、次のとおり委託したので

告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 アクティオ株式会社

所在地 東京都目黒区東山一丁目

５番４号ＫＤＸ中目黒ビ

ル６階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第310号

資源分別回収事業及び拠点回収事業にお

ける資源の再商品化事業者への引き渡しに

伴う売払代金収納事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 世田谷リサイクル協同組

合

所在地 東京都世田谷区世田谷四

丁目２番15号小見山ビル

２階

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第311号

金属系不燃・粗大ごみの資源化処理委託

事業における売払代金の収納の事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第158条第１項の規定に基づき、次

のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社要興業

所在地 東京都豊島区池袋二丁目

14番８号池袋エヌエスビ

ル

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第312号

世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例

（平成30年10月世田谷区条例第61号）第15

条に規定する使用料の収納の事務について

は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第158条第１項の規定に基づき、次の

とおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社

所在地 東京都調布市調布ヶ丘三

丁目６番地３

２ 委託施設

世田谷区立保健医療福祉総合プラ

ザの施設（区民活動支援会議室、研

修室及び駐車場に限る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第313号

世田谷区立保健センター条例（昭和51年

12月世田谷区条例第56号）第４条に規定す

る使用料の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人世田谷区

保健センター

所 在 地 東京都世田谷区松原六

丁目37番10号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立保健センター

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第314号

世田谷区後期高齢者医療に関する条例

（平成20年３月世田谷区条例第19号）第２

条に規定する保険料の徴収事務について、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）第114条の規定に基づき、

次のように委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データ

所在地 東京都江東区豊洲三丁目

３番３号

名 称 株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン

所在地 東京都千代田区二番町８

番地８

名 称 株式会社ローソン

所在地 東京都品川区大崎一丁目

11番２号

名 称 株式会社ファミリーマー

ト

所在地 東京都港区芝浦三丁目１

番21号

名 称 山崎製パン株式会社

所在地 東京都千代田区岩本町三

丁目10番１号

名 称 ミニストップ株式会社

所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬

一丁目５番地１

名 称 株式会社ポプラ

所在地 広島県広島市安佐北区安

令和４年５月20日 （第734号）
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砧麺業組合 東京都世田谷区船橋５

丁目34番７号

遠藤武雄 東京都世田谷区船橋２

丁目18番８号

株式会社オオゼ

キ

東京都世田谷区松原４

丁目10番４号

株式会社お酒の

ケイエスエス

東京都世田谷区松原５

丁目26番１号

株式会社新生堂 東京都世田谷区南烏山

４丁目12番８号

株式会社アドバ

ンスクリヤマ

東京都世田谷区南烏山

５丁目14番３号

岩本直樹 東京都世田谷区南烏山

６丁目８番７号

経堂商店街振興

組合

東京都世田谷区宮坂３

丁目13番６号

用賀商店街振興

組合

東京都世田谷区用賀４

丁目12番15号

髙村光 東京都世田谷区若林３

丁目17番８号

株式会社ローソ

ン

東京都港区三田３丁目

10番１号

イオンマーケッ

ト株式会社

東京都杉並区阿佐谷南

１丁目32番10号

三恵商店本橋宏

之

東京都杉並区久我山１

丁目６番６号

株式会社タジマ

ヤ

東京都台東区根岸５丁

目７番４号

山崎製パン株式

会社デイリーヤ

マザキ事業統括

本部

東京都千代田区岩本町

３丁目10番１号

ミニストップ株

式会社

千葉県千葉市美浜区中

瀬１丁目５番地１

株式会社セブン－

イレブン・ジャ

パン

東京都千代田区二番町

８番地８

株式会社ファミ

リーマート

東京都港区芝浦３丁目

１番21号

株式会社東急ス

トア

東京都目黒区上目黒１

丁目21番12号

株式会社紀ノ國

屋

東京都港区北青山３丁

目11番７号

セブンイレブン

狛江水道道路店

古賀和敏

東京都狛江市岩戸南４

丁目15番15号

株式会社大勝 東京都狛江市駒井３丁

目35番６号

株式会社京王ス

トア

東京都多摩市関戸１丁

目11番地１

株式会社サンド

ラッグ

東京都府中市若松町１

丁目38番地１

富士シティオ株

式会社

神奈川県横浜市中区日

本大通17番地

株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区港

島中町４丁目１番１

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区

安佐町大字久地665番

地の１

株式会社クリエ

イトエス・ディー

神奈川県横浜市青葉区

荏田西２丁目３番地２
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佐町大字久地665番地の

１

名 称 株式会社しんきん情報サ

ービス

所在地 東京都港区港南一丁目８

番27号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第315号

世田谷区国民健康保険条例（昭和34年11

月世田谷区条例第14号）第14条に規定する

保険料の徴収の事務については、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）第80条の

２の規定に基づき、次のように委託したの

で告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データ

所在地 東京都江東区豊洲三丁目

３番３号

名 称 株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン

所在地 東京都千代田区二番町８

番地８

名 称 株式会社ローソン

所在地 東京都品川区大崎一丁目

11番２号

名 称 株式会社ファミリーマー

ト

所在地 東京都港区芝浦三丁目１

番21号

名 称 山崎製パン株式会社

所在地 東京都千代田区岩本町三

丁目10番１号

名 称 ミニストップ株式会社

所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬

一丁目５番地１

名 称 株式会社ポプラ

所在地 広島県広島市安佐北区安

佐町大字久地665番地の

１

名 称 株式会社しんきん情報サ

ービス

所在地 東京都港区港南一丁目８

番27号

名 称 ＬＩＮＥＰａｙ株式会社

所在地 東京都品川区西品川一丁

目１番１号

名 称 ＰａｙＰａｙ株式会社

所在地 東京都千代田区紀尾井町

１番３号

名 称 ビリングシステム株式会

社

所在地 東京都千代田区内幸町一

丁目１番１号

名 称 ＫＤＤＩ株式会社

所在地 東京都千代田区飯田橋三

丁目10番10号

名 称 株式会社ＮＴＴドコモ

所在地 東京都千代田区永田町二

丁目11番１号

名 称 株式会社みずほ銀行

所在地 東京都千代田区大手町一

丁目５番５号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第316号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

131条に規定する保険料の収納の事務につ

いては、同法第144条の２の規定に基づき、

次のとおり委託したので、介護保険法施行

令（平成10年政令第412号）第45条の７第

１項の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データ

所在地 東京都江東区豊洲三丁目

３番３号

名 称 株式会社セブン‐イレブ

ン・ジャパン

所在地 東京都千代田区二番町８

番地８

名 称 株式会社ローソン

所在地 東京都品川区大崎一丁目

11番２号

名 称 株式会社ファミリーマー

ト

所在地 東京都港区芝浦三丁目１

番21号

名 称 山崎製パン株式会社

所在地 東京都千代田区岩本町三

丁目10番１号

名 称 ミニストップ株式会社

所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬

一丁目５番地１

名 称 株式会社ポプラ

所在地 広島県広島市安佐北区安

佐町大字久地665番地の

１

名 称 株式会社しんきん情報サ

ービス

所在地 東京都港区港南一丁目８

番27号

名 称 ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会

社

所在地 東京都品川区西品川一丁

目１番１号

名 称 ビリングシステム株式会

社

所在地 東京都千代田区内幸町一

丁目１番１号

名 称 ＰａｙＰａｙ株式会社

所在地 東京都千代田区紀尾井町

１番３号

名 称 ＫＤＤＩ株式会社

所在地 東京都千代田区飯田橋三

丁目10番10号

名 称 株式会社ＮＴＴドコモ

所在地 東京都千代田区永田町二

丁目11番１号

名 称 株式会社みずほ銀行

所在地 東京都千代田区大手町一

丁目５番５号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第317号

世田谷区立障害者休養ホーム条例（昭和

45年７月世田谷区条例第25号）第11条に規

定する使用料の徴収の事務については、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

158条第１項の規定に基づき、次のとおり

委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 シダックス大新東ヒュ

ーマンサービス株式会

社

所 在 地 東京都調布市調布ヶ丘

三丁目６番地３

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立障害者休養

ホームひまわり荘

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第318号

世田谷区発達障害相談・療育センター条

例（平成20年12月世田谷区条例第71号）第

10条に規定する使用料の収納の事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第158条第１項の規定に基づき、次

のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 社会福祉法人トポスの

会

所 在 地 東京都足立区興野二丁

目18番12号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区発達障害相談

・療育センター

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第319号

世田谷区立産後ケアセンター条例（平成

29年10月世田谷区条例第45号）第13条に規

定する利用料の収納の事務については、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

158条第１項の規定に基づき、次のとおり

委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益社団法人日本助産師

会

所在地 東京都台東区鳥越二丁目

12番２号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第320号

世田谷区立青少年交流センター条例（平

成26年12月世田谷区条例第55号）第13条第

３項に規定する使用料の収納の事務につい

令和４年５月20日 （第734号）
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ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第158条第１項の規定に基づき、次

のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人児童育成

協会

所 在 地 東京都千代田区四番町

２番地12四番町ＴＨビ

ル６階

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立野毛青少年

交流センター

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第321号

世田谷区立野毛青少年交流センターにお

けるリサイクル資源の売払代金の徴収の事

務については、地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第158条第１項の規定に基

づき、次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 有限会社松本商店

所 在 地 東京都世田谷区喜多

見五丁目14番18号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第322号

希望丘複合施設におけるリサイクル資源

の売払代金の徴収の事務については、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 有限会社松本商店

所 在 地 東京都世田谷区喜多

見五丁目14番18号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第323号

狂犬病予防法（昭和25年法律第247号）

第５条第２項に規定する注射済票の交付に

係る手数料の収納の事務については、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益社団法人東京都獣医

師会世田谷支部

所在地 東京都世田谷区等々力二

丁目１番２号

２ 委託期間

令和４年４月１日から同年７月25

日まで

◎世田谷区告示第324号

世田谷区立多摩川玉堤広場条例（昭和53

年11月世田谷区条例第44号）第３条に規定

する使用料の収納の事務については、地方

自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 多摩川緑地広場管理公

社

所在地 東京都世田谷区玉堤一

丁目５番１号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施設名 世田谷区立多摩川玉堤

広場

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第325号

世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第13条に規定する使用料

の収納の事務については、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第158条第１項

の規定に基づき、次のとおり委託したので

告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立公園条例第３条各号に

規定する公園施設（軟式野球場、軟

式少年野球場、庭球場、和室及び茶

室に限る。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第326号

世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第10条に規定する占用料

及び同条例第13条に規定する使用料の収納

の事務については、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、次のとおり委託したので告示す

る。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービス

公社

所在地 東京都世田谷区太子堂三

丁目25番９号

２ 委託施設

世田谷区立世田谷公園、世田谷区

立こどものひろば公園、世田谷区立

世田谷公園洋弓場及び世田谷区立世

田谷公園駐車場

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第327号

世田谷区立ミニＳＬ条例（昭和57年３月

世田谷区条例第27号）第２条に規定する使

用料の収納の事務については、地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定に基づき、次のとおり委託した

ので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービス

公社

所在地 東京都世田谷区太子堂三

丁目25番９号

２ 委託施設

世田谷区立ミニＳＬ

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第328号

世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第13条に規定する使用料

のうち、駐車場の使用に係る使用料の収納

の事務については、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、次のとおり委託したので告示す

る。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービス

公社

所在地 東京都世田谷区太子堂三

丁目25番９号

２ 委託施設

世田谷区立羽根木公園

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第329号

世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第10条に規定する占用料

及び同条例第13条に規定する使用料の収納

の事務については、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第158条第１項の規定

に基づき、次のとおり委託したので告示す

る。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービス

公社

所在地 東京都世田谷区太子堂三

丁目25番９号

２ 委託施設

世田谷区立玉川野毛町公園

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第330号

令和４年５月20日 （第734号）
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世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第13条に規定する使用料

の収納の事務については、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第158条第１項

の規定に基づき、次のとおり委託したので

告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービス

公社

所在地 東京都世田谷区太子堂三

丁目25番９号

２ 委託施設

世田谷区立次大夫堀公園駐車場

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第331号

世田谷区自転車条例（昭和59年３月世田

谷区条例第14号）第42条第１項に規定する

費用、世田谷区立公園条例（昭和33年４月

世田谷区条例第４号）第17条の７第１項に

規定する手数料及び世田谷区立身近な広場

条例（平成７年３月世田谷区条例第19号）

第19条第１項に規定する手数料の収納の事

務については、地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第158条第１項の規定に基

づき、次のとおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 シンテイ警備株式会社

所在地 東京都中央区新富一丁目

８番８号

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第332号

世田谷区立学校施設使用条例（昭和52年

４月世田谷区条例第16号）第７条に規定す

る使用料の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 公益財団法人世田谷区

スポーツ振興財団

所 在 地 東京都世田谷区大蔵四

丁目６番１号

２ 委託対象の施設及び委託期間

委託施設 世田谷区立学校施設使

用条例第２条第６号か

ら第９号までに規定す

る世田谷区立学校の施

設及び世田谷区立学校

施設の開放に関する規

則（昭和53年11月世田

谷区教育委員会規則第

９号）第２条第５号の

規定により地域体育館

として指定された体育

館

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第333号

世田谷区立学校施設使用条例（昭和52年

４月世田谷区条例第16号）第７条に規定す

る使用料の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社メタップスペイ

メント

所在地 東京都港区港南二丁目16

番１号品川イーストワン

タワー７階

２ 委託施設

世田谷区立学校施設使用条例第２

条第１号から第５号までに規定する

世田谷区立学校の施設（世田谷区立

学校施設の開放に関する規則（昭和

53年11月世田谷区教育委員会規則第

９号）第２条第５項に規定する地域

体育館及び世田谷区教育委員会が別

に定める使用手続によることが適当

と認めた施設を除く。）

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

◎世田谷区告示第334号

世田谷区立図書館条例（昭和41年10月世

田谷区条例第44号）第12条に規定するプラ

ネタリウムの観覧料の収納の事務について

は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第158条第１項の規定に基づき、次の

とおり委託したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社世田谷サービ

ス公社

所 在 地 世田谷区太子堂三丁目

25番９号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立中央図書館

委託期間 令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第335号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の15第１項及び第59条の４第１項

の規定により指定障害児通所支援事業者を

指定したので、同法第21条の５の25第１号

及び第59条の４第１項の規定により別紙の

とおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第336号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の15第１項及び第59条の４第１項

の規定により指定障害児通所支援事業者を

指定したので、同法第21条の５の25第１号

及び第59条の４第１項の規定により別紙の

とおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第337号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 社会福祉法

人南東北福

祉事業団

２ 主たる事務所の所在地 福島県郡山

市日和田町

梅沢字丹波

山三番地２

３ 事業所の名称 相談支援事

業所相談室

こうめ

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区松原六

丁目37番１

号

５ 事業所番号 1331204899

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 障害児

８ 指定の年月日 令和４年４

月１日

◎世田谷区告示第338号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の28第１項の規定により指定障害児相

談支援事業者を指定したので、同法第24条

の37の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 社会福祉法

人南東北福

祉事業団

２ 主たる事務所の所在地 福島県郡山

市日和田町

梅沢字丹波

山三番地２

３ 事業所の名称 相談支援事

業所相談室

こうめ

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区松原六

丁目37番１

号

５ 事業所番号 1371201037

６ 事業の種類 障害児相談

支援事業

７ 事業の主たる対象者 障害児

８ 指定の年月日 令和４年４

月１日

◎世田谷区告示第339号

令和４年５月20日 （第734号）
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の25第３項の規定による変更の

届出及び児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第24条の32第１項の規定による変更の

届出があったので、世田谷区指定特定相談

支援事業者及び指定障害児相談支援事業者

の指定等に関する規則（平成24年３月世田

谷区規則第25号）第８条第１項の規定によ

り別紙のとおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第340号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定納付受託者の名称及び所在地

名 称 株式会社トラストバン

ク

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁

目24番12号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

寄附金

３ 指定納付受託者として指定した日

令和４年４月１日

◎世田谷区告示第341号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定納付受託者の名称及び所在地

名 称 スルガカード株式会社

所在地 東京都中央区日本橋室

町一丁目７番１号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

寄附金

３ 指定納付受託者として指定した日

令和４年４月１日

◎世田谷区告示第342号

世田谷区環境美化等に関する条例（平成

９年10月世田谷区条例第49号）第17条及び

世田谷区環境美化等に関する条例施行規則

（平成10年３月世田谷区規則第42号）第７

条第２項の規定に基づき、雑草除去委託申

込者から徴収する雑草除去委託料を次のと

おり決定したので告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 雑草の除去に係る委託料の額

１回の除去に係る面積が100平方メートル未満の場合

草刈、運搬及び処分 １平方メートル当たり450円（消費税相当額を除く。）

１回の除去に係る面積が100平方メートル以上の場合

草刈、運搬及び処分 １平方メートル当たり350円（消費税相当額を除く。）

２ 適用期間

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

◎世田谷区告示第343号

世田谷区清掃・リサイクル条例（平成11

年12月世田谷区条例第52号）第35条第１項

及び世田谷区清掃・リサイクル条例施行規

則（平成12年３月世田谷区規則第39号）第

25条の規定に基づき、令和４年度の一般廃

棄物の処理に関する実施計画を別紙のとお

り告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第344号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第345号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第346号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第347号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第348号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第27条第１項の規定による教育・保

育施設の確認をしたので、同法第41条の規

定に基づき、別紙のとおり告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第349号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２の３第１項の規定に基づき、次のと

おり指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定納付受託者の名称及び所在地

名 称 ユーシーカード株式会

社

所在地 東京都港区台場二丁目

３番２号

名 称 株式会社ジェーシービ

ー

所在地 東京都港区南青山五丁

目１番22号

２ 指定納付受託者に納付させる歳入

特別区民税・都民税、軽自動車税

（種別割）及び国民健康保険料

３ 指定納付受託者として指定した日

令和４年４月１日

◎世田谷区告示第350号

世田谷区情報公開条例、世田谷区個人情

報保護条例及び世田谷区行政不服審査会及

び行政不服審査における費用負担に関する

条例に基づく文書等の作成に要する費用の

告示（平成13年10月１日世田谷区告示第51

2号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

題名を次のように改める。

世田谷区情報公開条例、世田谷区個

人情報保護条例、世田谷区行政不服

審査会及び行政不服審査における費

用負担に関する条例及び世田谷区公

文書管理条例に基づく文書等の作成

に要する費用の告示

本則中「並びに世田谷区行政不服審査会

及び行政不服審査における費用負担に関す

る条例」を「、世田谷区行政不服審査会及

び行政不服審査における費用負担に関する

条例」に改め、「第９条第１項及び第２項

に規定する費用の額」の次に「並びに世田

谷区公文書管理条例（令和２年３月世田谷

区条例第４号）第23条第２項に規定する費

用の額」を加える。

◎世田谷区告示第351号

会計年度任用職員の報酬の額に関する規

程（令和２年４月１日世田谷区告示第341

号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

本則の表キャロットタワー住民票・印鑑

証明発行窓口嘱託員の項から世田谷総合支

所保健福祉センター健康づくり課事務補助

の項までを次のように改める。

令和４年５月20日 （第734号）

― 19―
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キャロットタワー住民票・印鑑証

明発行窓口嘱託員

月額 67,723円 13,544円 81,267円

世田谷保健福祉センター生活支援

課事務補助員

月額 47,129円 9,425円 56,554円

世田谷総合支所保健福祉センター

保健福祉課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

世田谷総合支所保健福祉センター

健康づくり課事務補助

月額 47,129円 9,425円 56,554円

本則の表世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課事務補助の項から不動産専門調査員の項までを次のように改める。

世田谷総合支所保健福祉センター

子ども家庭支援課事務補助

月額 83,459円 16,691円 100,150円

北沢保健福祉センター生活支援課

事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

北沢総合支所保健福祉センター保

健福祉課事務補助

月額 24,546円から58,912円

までの額

4,909円から11,782円

までの額

29,455円から70,694円

までの額

北沢総合支所保健福祉センター健

康づくり課事務補助

月額 41,238円 8,247円 49,485円

北沢総合支所保健福祉センター子

ども家庭支援課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

玉川総合支所保健福祉センター保

健福祉課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

玉川総合支所保健福祉センター健

康づくり課事務補助

月額 47,129円 9,425円 56,554円

玉川総合支所保健福祉センター子

ども家庭支援課事務補助

月額 47,129円 9,425円 56,554円

砧総合支所区民課事務補助 月額 58,912円 11,782円 70,694円

砧総合支所保健福祉センター保健

福祉課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

砧総合支所保健福祉センター健康

づくり課事務補助

月額 47,129円 9,425円 56,554円

砧保健福祉センター子ども家庭支

援課事務補助

月額 58,912円から78,549円

までの額

11,782円から15,709円

までの額

70,694円から94,258円

までの額

烏山区民センター案内窓口嘱託員 月額 52,485円 10,497円 62,982円

烏山保健福祉センター生活支援課

事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

烏山総合支所保健福祉センター保

健福祉課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

烏山総合支所保健福祉センター健

康づくり課事務補助

月額 47,129円 9,425円 56,554円

烏山総合支所保健福祉センター子

ども家庭支援課事務補助

月額 58,912円 11,782円 70,694円

不動産専門調査員 月額 137,812円 27,562円 165,374円

経済センサス活動調査事務補助 月額 73,640円 14,728円 88,368円

国勢調査事務補助 月額 58,912円から88,368円

までの額

11,782円から17,673円

までの額

70,694円から106,041

円までの額

統計調査事務補助 月額 73,640円 14,728円 88,368円

本則の表経済センサス活動調査事務補助の項から統計調査事務補助の項までを次のように改める。

公文書管理嘱託員 月額 84,679円 16,935円 101,614円

本則の表行政不服審査専門員の項の次に次のように加える。
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事務嘱託員 月額 126,417円 25,283円 151,700円

事務嘱託員（障害） 月額 126,417円 25,283円 151,700円

本則の表事務嘱託員の項及び事務嘱託員（障害）の項を次のように改める。

図書館業務員（障害） 月額 88,368円から89,350円

までの額

17,673円から17,870円

までの額

106,041円から107,220

円までの額

本則の表図書館業務員（障害）の項を次のように改める。

契約事務補助 月額 73,640円 14,728円 88,368円

課税課事務補助 月額 58,912円から110,951

円までの額

11,782円から22,190円

までの額

70,694円から133,141

円までの額

納税課事務補助 月額 113,897円から115,468

円までの額

22,779円から23,093円

までの額

136,676円から138,561

円までの額

市民大学・生涯大学嘱託員 月額 144,304円 28,860円 173,164円

本則の表技術支援嘱託員の項を削り、同表契約事務補助の項から市民大学・生涯大学嘱託員の項までを次のように改める。

出張所嘱託員 月額 63,208円から126,417

円までの額

12,641円から25,283円

までの額

75,849円から151,700

円までの額

住民記録嘱託員 月額 126,417円 25,283円 151,700円

集中入力センター嘱託員 月額 66,030円 13,206円 79,236円

住民票集中管理・住居表示事務補

助員

月額 47,129円 9,425円 56,554円

総合支所窓口案内嘱託員 月額 144,304円 28,860円 173,164円

本則の表出張所嘱託員の項から総合支所窓口案内嘱託員の項までを次のように改める。

清掃・リサイクル部事業課事務補

助

月額 62,594円 12,518円 75,112円

世田谷清掃事務所業務員 月額 25,431円から135,636

円までの額

5,086円から27,127円

までの額

30,517円から162,763

円までの額

玉川清掃事務所業務員 月額 25,431円から135,636

円までの額

5,086円から27,127円

までの額

30,517円から162,763

円までの額

砧清掃事務所業務員 月額 25,431円から135,636

円までの額

5,086円から27,127円

までの額

30,517円から162,763

円までの額

本則の表英語専門員の項を削り、同表清掃・リサイクル部事業課事務補助の項から砧清掃事務所業務員の項までを次のように改め

る。

就労準備のための業務補助 月額 78,549円 15,709円 94,258円

本則の表就労準備のための業務補助の項を次のように改める。

中国残留邦人等支援・相談員 月額 99,922円 19,984円 119,906円

本則の表中国残留邦人等支援・相談員の項を次のように改める。

ひきこもり等支援専門嘱託員 月額 137,604円から169,359

円までの額

27,520円から33,871円

までの額

165,124円から203,230

円までの額

本則の表中国残留邦人等支援・相談員の項の次に次のように加える。

国民健康保険事業事務補助 月額 58,912円から94,259円

までの額

11,782円から18,851円

までの額

70,694円から113,110

円までの額

後期高齢者医療事務補助 月額 58,912円から106,042

円までの額

11,782円から21,208円

までの額

70,694円から127,250

円までの額

本則の表国民健康保険事業事務補助の項及び後期高齢者医療事務補助の項を次のように改める。

高齢福祉課事務補助員 月額 88,368円から98,187円

までの額

17,673円から19,637円

までの額

106,041円から117,824

円までの額

本則の表高齢者施設整備専門員の項を削り、同表高齢福祉課事務補助員の項を次のように改める。

本則の表介護保険課事務補助の項から介護予防専門栄養士の項までを次のように改める。
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介護保険課事務補助 月額 58,912円から111,933

円までの額

11,782円から22,386円

までの額

70,694円から134,319

円までの額

介護保険事務嘱託員 月額 88,040円から126,417

円までの額

17,608円から25,283円

までの額

105,648円から151,700

円までの額

介護予防専門栄養士 月額 161,752円 32,350円 194,102円

本則の表介護予防ケアマネジメント事務補助の項を次のように改める。

介護予防ケアマネジメント事務補

助

月額 111,933円 22,386円 134,319円

本則の表障害認定調査外部委託支援員の項を削り、同表障害認定事務嘱託員の項及び障害福祉事務補助の項を次のように改める。

障害認定事務嘱託員 月額 126,417円 25,283円 151,700円

障害福祉事務補助 月額 32,729円 6,545円 39,274円

本則の表自動車燃料費助成事務補助の項から障害者チャレンジ雇用嘱託員の項までを次のように改める。

自動車燃料費助成事務補助 月額 106,042円 21,208円 127,250円

障害者チャレンジ雇用事務補助員 月額 58,912円から78,549円

までの額

11,782円から15,709円

までの額

70,694円から94,258円

までの額

障害者チャレンジ雇用業務補助員 月額 94,259円 18,851円 113,110円

障害者チャレンジ雇用嘱託員 月額 95,970円 19,194円 115,164円

本則の表児童手当等補助員の項を削り、同表児童課事務補助の項を次のように改める。

児童課事務補助 月額 78,549円 15,709円 94,258円

本則の表子育て児童ひろば嘱託員（指導員）の項から子ども・子育て総合センター子育てひろば嘱託員の項までを次のように改め

る。

子育て児童ひろば嘱託員（指導員） 月額 131,214円 26,242円 157,456円

北沢子どもの居場所支援事業嘱託

員（指導員）

月額 135,447円 27,089円 162,536円

子ども・子育て総合センター子育

てひろば嘱託員

月額 126,417円 25,283円 151,700円

本則の表生活保健事務補助の項及び衛生統計調査事務補助員の項を次のように改める。

生活保健事務補助 月額 94,259円 18,851円 113,110円

衛生統計調査事務補助員 月額 106,042円 21,208円 127,250円

本則の表保育入園事務嘱託員の項を次のように改める。

保育入園事務嘱託員 月額 94,812円から108,357

円までの額

18,962円から21,671円

までの額

113,774円から130,028

円までの額

本則の表健康企画課事務補助の項を次のように改める。

健康企画課事務補助 月額 58,912円 11,782円 70,694円

本則の表乳幼児歯科健康診査事業事務補助の項から感染症対策課事務補助の項までを次のように改める。

乳幼児歯科健康診査事業事務補助 月額 100,151円 20,030円 120,181円

乳児期家庭訪問事業事務補助 月額 58,912円 11,782円 70,694円

健康推進課事務補助 月額 58,912円 11,782円 70,694円

感染症対策課事務補助 月額 47,129円から58,912円

までの額

9,425円から11,782円

までの額

56,554円から70,694円

までの額

本則の表青少年支援専門嘱託員の項を削り、同表児童相談所一時保護所業務調理員の項及び児童相談所一時保護所夜間児童指導員

の項を次のように改める。

児童相談所一時保護所業務調理員 月額 99,627円 19,925円 119,552円

児童相談所一時保護所夜間児童指

導員

月額 56,436円 11,287円 67,723円

本則の表区民交通傷害保険事務補助員の項を次のように改める。

区民交通傷害保険事務補助員 月額 88,368円 17,673円 106,041円
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◎世田谷区告示第352号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

54－31

２ 変更の区間

世田谷区粕谷一丁目423番31から

423番30の内まで

３ 変更の区域

延 長 6.82メートル

幅 員 0.06メートルから

0.07メートルまで

面 積 0.49平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月４日

◎世田谷区告示第353号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認及び同法第58

条の６第１項の規定による子ども・子育て

支援施設等の確認の辞退について、同法第

58条の11の規定に基づき、別紙のとおり告

示する。

令和４年４月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第354号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－27

２ 変更の区間

世田谷区下馬六丁目60番48の内

３ 変更の区域

延 長 5.00メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 0.90平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月５日

◎世田谷区告示第355号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年４月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－27

２ 変更の区間

世田谷区下馬六丁目60番48の内

３ 変更の区域

延 長 0.09メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 0.01平方メートル

◎世田谷区告示第356号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－38

２ 変更の区間

世田谷区砧八丁目90番10の内

３ 変更の区域

延 長 12.12メートル

幅 員 0.16メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月５日

◎世田谷区告示第357号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上北沢四丁目1080番75か

ら1080番72まで

３ 変更の区域

延 長 10.52メートル

幅 員 1.06メートルから

1.09メートルまで

面 積 11.32平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月５日

◎世田谷区告示第358号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜一丁目655番123の内か

ら655番21の内まで

３ 変更の区域

延 長 14.68メートル

幅 員 0.41メートルから

0.63メートルまで

面 積 9.13平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月８日

◎世田谷区告示第359号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田一丁目381番６の内

３ 変更の区域

延 長 7.28メートル

幅 員 0.25メートルから

0.28メートルまで

面 積 1.95平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月８日

◎世田谷区告示第360号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区豪徳寺一丁目2065番３の

内

３ 変更の区域

延 長 11.76メートル

幅 員 0.60メートルから

0.79メートルまで

面 積 8.23平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月12日

◎世田谷区告示第361号

東京都後期高齢者医療広域連合規約

の一部を変更する規約の公表につい

て

東京都知事に対し、東京都後期高齢者医

療広域連合規約を変更することについて、

令和４年３月31日付で届出をし、受理され

たので、当該東京都後期高齢者医療広域連

合規約の一部を変更する規約を別紙のとお

り公表する。

令和４年４月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第362号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

令和４年５月20日 （第734号）
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事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和４年４月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 愛の羽・いつく

しみ

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

祖師谷一丁目30

番21号

３ 事業者の名称 株式会社愛の羽

４ 廃止届受理年月日 令和４年４月４

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第363号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年４月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 デイサービス

ル・クール

２ 事業所の所在地 東京都目黒区五

本木一丁目16番

９号ばんらいハ

イツ101

３ 事業者の名称 あーゆる合同会

社

４ 廃止届受理年月日 令和４年４月４

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第364号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179

条第１項の規定により専決処分した次の予

算について、同法第219条第２項の規定に

基づき別添のとおり公表する。

令和４年４月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和４年度世田谷区一般会計補正予算

（第１次）

別添省略

◎世田谷区告示第365号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

37－５

２ 変更の区間

世田谷区世田谷一丁目196番１の

内

３ 変更の区域

延 長 23.80メートル

幅 員 0.00メートルから

0.25メートルまで

面 積 5.02平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月20日

◎世田谷区告示第366号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の変更をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年４月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定変更番号 第2892号

２ 指定変更年月日 令和４年４月19日

３ 指定変更の位置 世田谷区上北沢一

丁目832番16の一

部、832番24の一

部、832番33の一

部、838番１の一

部、838番２の一

部、838番34の一

部、838番35の一

部

４ 道路の幅員 4.54メートル

５ 道路の延長 29.57メートル

６ 申請者氏名 大西 幸男

◎世田谷区告示第367号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷三丁目74番21の

内

３ 変更の区域

延 長 7.84メートル

幅 員 0.23メートルから

0.79メートルまで

面 積 4.08平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月20日

◎世田谷区告示第368号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年４月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷三丁目74番21の

内

世田谷区上祖師谷三丁目74番21の

内

３ 変更の区域

延 長 0.16メートル

幅 員 0.14メートル

面 積 0.02平方メートル

延 長 0.03メートル

幅 員 0.82メートルから

0.83メートルまで

面 積 0.02平方メートル

◎世田谷区告示第369号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項及び第115条の12第１項の

規定により指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者を指定したので、同法第78条の11第１号

及び第115条の20第１号の規定により告示

する。

令和４年４月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 グループホームき

らら千歳船橋

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区千

歳台二丁目31番20

号

３ 事業者の名称 スターツケアサー

ビス株式会社

４ 指定年月日 令和４年５月１日

５ サービスの種類 認知症対応型共同

生活介護及び介護

予防認知症対応型

共同生活介護

◎世田谷区告示370号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年４月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜上水一丁目159番15の

内

３ 変更の区域

延 長 8.87メートル

幅 員 1.79メートルから

1.85メートルまで

面 積 17.89平方メートル

◎世田谷区告示第371号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年４月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2894号

２ 指定年月日 令和４年４月19日

３ 指定の位置 世田谷区喜多見三丁目

4242番１の一部及び42

42番７の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 14.77メートル

６ 申請者氏名 株式会社マーケットト

令和４年５月20日 （第734号）
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ラスト

代表取締役 狩野 富

◎世田谷区告示第372号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区千歳台一丁目38番15の内

３ 変更の区域

延 長 10.48メートル

幅 員 0.17メートルから

0.18メートルまで

面 積 1.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月25日

◎世田谷区告示第373号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見四丁目3522番６地

先無番から3521番６まで

世田谷区喜多見四丁目3522番６地

先無番から3522番８まで

３ 変更の区域

延 長 29.04メートル

幅 員 0.85メートルから

0.99メートルまで

面 積 32.26平方メートル

延 長 36.07メートル

幅 員 1.16メートルから

1.18メートルまで

面 積 42.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月26日

◎世田谷区告示第374号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区給田三丁目308番10

３ 変更の区域

延 長 7.02メートル

幅 員 1.00メートル

面 積 7.03平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月26日

◎世田谷区告示第375号

世田谷区住居表示に関する条例（昭和38

年10月世田谷区条例第24号）第２条の規定

により、東京都世田谷区代沢五丁目の一部

について、令和４年５月１日から、別図（一）

に示す街区の区域及び街区符号を別図（二）に

示すとおり変更する。

令和４年４月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

別図省略

◎世田谷区告示第376号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜丘四丁目2822番７の内

３ 変更の区域

延 長 10.74メートル

幅 員 0.45メートルから

0.51メートルまで

面 積 5.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月27日

◎世田谷区告示第377号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

30－15

２ 変更の区間

世田谷区弦巻二丁目136番88の内

から136番87の内まで

３ 変更の区域

延 長 12.14メートル

幅 員 0.16メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月27日

◎世田谷区告示第378号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年４月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

37－50

２ 変更の区間

世田谷区梅丘二丁目1340番１の内

３ 変更の区域

延 長 13.21メートル

幅 員 0.11メートルから

0.12メートルまで

面 積 1.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年４月27日

◎世田谷区告示第379号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ふくろうの家中

野もみじ山

２ 事業所の所在地 東京都中野区中

野一丁目41番50

号

３ 事業者の名称 株式会社プレジ

ャー・コム

４ 廃止届受理年月日 令和４年４月19

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第380号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 看護小規模多機

能型居宅介護ケ

アホーム希望

２ 事業所の所在地 東京都調布市西

つつじヶ丘二丁

目19番６号第３

コーポ横田１階

３ 事業者の名称 株式会社つつじ

ヶ丘在宅総合セ

ンター

４ 廃止届受理年月日 令和４年４月21

日

５ サービスの種類 看護小規模多機

能型居宅介護

◎世田谷区告示第381号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年４月27日

令和４年５月20日 （第734号）
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世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリフィッ

トネスゆずりは

高井戸

２ 事業所の所在地 東京都杉並区宮

前一丁目３番６

号パインハイム

１Ｆ

３ 事業者の名称 株式会社ベンチ

ャーバンク

４ 廃止届受理年月日 令和４年４月18

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第382号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の取消しをした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年４月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定取消番号 第2895号

２ 指定取消年月日 令和４年４月27日

３ 指定取消の位置 世田谷区世田谷四

丁目50番25の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 26.25メートル

６ 申請者氏名 共悦商事株式会社

代表取締役 矢野

美智子

◎世田谷区告示第383号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認及び同法第58

条の６第１項の規定による子ども・子育て

支援施設等の確認の辞退について、同法第

58条の11の規定に基づき、別紙のとおり告

示する。

令和４年４月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

公 告

◎世田谷区公告第29号

予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、各種予防接種を

次のとおり実施するので、予防接種法施行

令（昭和23年政令第197号）第５条の規定

により公告する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 予防接種の種類

別紙のとおり

２ 予防接種の対象者

別紙のとおり

３ 予防接種を行う期間

別紙のとおり

４ 予防接種を行う医師の氏名及び場所

別紙のとおり

５ 予防接種を受けるに当たって注意す

べき事項

別紙のとおり

別紙省略

◎世田谷区公告第30号

予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、肺炎球菌予防接

種を次のとおり実施するので、予防接種法

施行令（昭和23年政令第197号）第４条第

１項及び第５条の規定により公告する。

令和４年４月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 予防接種の種類

肺炎球菌予防接種

２ 予防接種の対象者

別紙のとおり

３ 予防接種を行う期間

別紙のとおり

４ 予防接種を行う医師の氏名及び場所

別紙のとおり

５ 予防接種を受けるに当たって注意す

べき事項

別紙のとおり

別紙省略

◎世田谷区公告第31号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

62条第１項の規定による都市計画事業の関

係図書の写しの送付を受けたので、同条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧

に供する。

令和４年４月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画公園事業第５・６・

20号祖師ヶ谷公園

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第32号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年４月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第33号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第34条第１項

の規定に基づき、定款及び事業計画の変更

を認可したので、同条第２項において準用

する同法第14条第１項の規定により、次の

とおり公告する。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 組合の名称

給田北住宅マンション建替組合

２ 施行マンションの名称及びその敷地

の区域

給田北住宅

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

３ 施行再建マンションの敷地の区域

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

４ 事業施行期間

マンション建替組合設立認可公告

の日から令和８年３月まで

５ 事務所の所在地

東京都千代田区神田神保町一丁目

105番地旭化成不動産レジデンス株

式会社内

６ 設立認可の年月日

令和４年１月25日

７ 定款及び事業計画の変更の認可の年

月日

令和４年４月27日

◎世田谷区公告第34号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第34条第１項

の規定に基づき給田北住宅マンション建替

組合の定款及び事業計画の変更を認可した

ので、当該変更に係る図書を同条第２項に

おいて準用する同法第14条第３項及びマン

ションの建替え等の円滑化に関する法律施

行令（平成14年政令第367号）第２条の規

定に基づき、次のとおり公衆の縦覧に供す

る。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 施行マンションの名称及びその敷地

の区域

給田北住宅

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

２ 縦覧の場所

世田谷区都市整備政策部居住支援

課

３ 縦覧の時間

午前８時30分から午後５時まで

◎世田谷区公告第35号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第36号

令和４年５月20日 （第734号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

大蔵一丁目

253番１

253番47

253番48

253番49

東京都杉並区

阿佐谷南三丁目35番

21号

株式会社細田工務店

代表取締役 野村

孝一郎
１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

深沢六丁目

55番７

55番18

55番41

55番42

東京都中央区

日本橋室町三丁目２

番１号

三井不動産レジデン

シャル株式会社

代表取締役 嘉村

徹
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開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年４月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和４年４月28日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第８号

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

17号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中第５号を削り、第６号を

第５号とし、第７号を第６号とする。

附 則

この規則は、令和４年５月１日から施行

する。

訓 令 甲（教）

◎世田谷区教育委員会訓令甲第２号

教 育 委 員 会 事 務 局

世田谷区教育委員会事案決定手続規程

（昭和52年７月世田谷区教育委員会訓令甲

第４号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区教育委員会

第６条第５項の表委員会及び教育長が決

定する事案の項、教育総務部長が決定する

事案の項及び教育政策部長が決定する事案

の項中「生涯学習部長」の次に「、参事」

を加え、同表生涯学習部長が決定する事案

の項中「教育政策部長」の次に「、参事」

を加える。

◎世田谷区教育委員会訓令甲第３号

教 育 委 員 会 事 務 局

中 央 図 書 館

地 域 図 書 館

世田谷区立図書館処務規程（昭和54年９

月世田谷区教育委員会訓令甲第17号）の一

部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区教育委員会

第２条の表中「庶務係」を「調整係」に

改める。

第７条の表庶務係の項中「庶務係」を

「調整係」に改め、同表事務調整担当係長

の項中「事務調整担当係長」を「図書館事

業推進担当係長」に改め、同項に次の５号

を加える。

中央図書館及び世田谷区立梅丘図書

館の整備に関すること。

図書館運営の改善に関すること。

地域図書館の管理を行う指定管理者

に対する検査及び指導に関すること。

図書館の計画の推進に関すること。

団体貸出センターによる貸出しに関

すること。

第７条の表図書館環境推進担当係長の項

及び事業担当係長の項を削る。

第８条第12号中「世田谷区立下馬図書館」

を「世田谷区立深沢図書館」に改める。

◎世田谷区教育委員会訓令甲第４号

世 田 谷 区 立 幼 稚 園

世 田 谷 区 立 小 学 校

世 田 谷 区 立 中 学 校

世田谷区立学校給食調理場

学校職員出勤等の記録の整理規程（平成

12年３月世田谷区教育委員会訓令甲第10号）

の一部を次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区教育委員会

別表中54の項を55の項とし、49の項から

53の項までを１項ずつ繰り下げ、同表48の

項中「49、50又は51」を「50、51又は52」

に改め、同項を同表49の項とし、同表中47

の項を48の項とし、36の項から46の項まで

を１項ずつ繰り下げ、同表35の項中「36」

を「37」に改め、同項を同表36の項とし、

同表中34の項を35の項とし、14の項から33

の項までを１項ずつ繰り下げ、13の項の次

に次のように加える。

告 示（教）

◎世田谷区教育委員会告示第２号

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

報酬の額に関する規程（令和２年４月１日

世田谷区教育委員会告示第１号）の一部を

次のように改正する。

令和４年４月１日

世田谷区教育委員会

令和４年５月20日 （第734号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

中町一丁目

51番５

51番38

51番39

51番40

51番41

51番42

51番43

51番44

51番45

51番46

愛知県名古屋市

東区泉一丁目23番22

号

トヨタホーム株式会

社

代表取締役 後藤

裕司

14 不妊治療のための休暇（幼稚園教育職員に限る。）
出 サ

本則の河口湖林間学園管理補助員の項を次のように改める。

河口湖林間学園管理補助員 月額 141,566円 141,566円

本則の図書館嘱託員の項及び図書館業務員の項を次のように改める。

図書館嘱託員 月額 67,723円から144,304

円までの額

13,544円から28,860円

までの額

81,267円から173,164

円までの額

図書館業務員 月額 41,238円から68,731円

までの額

8,247円から13,746円

までの額

49,485円から82,477円

までの額

本則の学校警備嘱託員の項及び学校業務嘱託員の項を次のように改める。

学校警備嘱託員 月額 89,011円から130,696

円までの額

17,802円から26,139円

までの額

106,813円から156,835

円までの額

学校業務嘱託員 月額 72,385円から128,685

円までの額

14,477円から25,737円

までの額

86,862円から154,422

円までの額

本則の学校給食事務補助員の項を次のように改める。

学校給食事務補助員 月額 58,912円 11,782円 70,694円
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附 則

この規程は、令和４年４月１日から施行

する。

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第４号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第21回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和４年４月25日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和４年４月28日（木）

午後３時00分

２ 開催場所 区役所第２庁舎第５委員

会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第３号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項、第５項及び第７項の規

定により実施した令和３年度財政援助団体

等監査の結果に関する報告を、同条第９項

の規定に基づき、次のとおり公表する。

令和４年４月８日

世田谷区監査委員 田 中 文 子

同 中 根 秀 樹

同 上 島 義 盛

同 河 村 みどり

令和４年５月20日 （第734号）
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本則の学校警備補助員の項及び学校業務補助員の項を次のように改める。

学校警備補助員 日額 1,951円から19,270円

までの額

390円から3,854円まで

の額

2,341円から23,124円

までの額

学校業務補助員 月額 58,543円から120,990

円までの額

11,708円から24,198円

までの額

70,251円から145,188

円までの額

本則の学校事務アシスタントの項を次のように改める。

学校事務アシスタント 月額 58,912円から94,259円

までの額

11,782円から18,851円

までの額

70,694円から113,110

円までの額

時給 981円 196円 1,177円

本則の学校事務アシスタントの項の次に、次のように加える。

学校事務嘱託員 月額 79,010円から126,417

円までの額

15,802円から25,283円

までの額

94,812円から151,700

円までの額

不登校特例校養護教諭 月額 110,599円 22,119円 132,718円

本則の預かり保育補助員の項及び教育支援嘱託員の項を次のように改める。

預かり保育補助員 月額 27,089円 5,417円 32,506円

教育支援嘱託員 月額 130,590円から192,685

円までの額

26,118円から38,537円

までの額

156,708円から231,222

円までの額

本則のスクール・サポート・スタッフの項を次のように改める。

スクール・サポート・スタッフ 月額 68,731円から94,259円

までの額

13,746円から18,851円

までの額

82,477円から113,110

円までの額

本則の就学援助費・就学奨励費事務補助員の項から教育指導課事務補助員の項までを次のように改める。

就学援助費・就学奨励費事務補助

員

月額 58,912円から68,731円

までの額

11,782円から13,746円

までの額

70,694円から82,477円

までの額

就学事務補助員 月額 78,549円 15,709円 94,258円

教育指導課事務補助員 月額 83,459円 16,691円 100,150円
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